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令和 ７ 年 11 月 28 日（金曜日）

号　　　　　　　　　　外

（第　 ７６ 　号）

　　　　公安委員会
○石川県公安委員会等が所管する手続等における情報通
　信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則 　　１
〇情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行
　うことができる手続等の全部改正 　２

　　　　人事委員会
○一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部を
　改正する規則 　　３

公　安　委　員　会
　

　 石 川 県 公 安 委 員 会 等 が 所 管 す る 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に

公 布 す る 。

　 　 令 和 七 年 十 一 月 二 十 八 日

 石 　 川 　 県 　 公 　 安 　 委 　 員 　 会 　

石 川 県 公 安 委 員 会 規 則 第 六 号

　 　 　 石 川 県 公 安 委 員 会 等 が 所 管 す る 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規

則

　 石 川 県 公 安 委 員 会 等 が 所 管 す る 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 規 則 （ 平 成 二 十 年 石 川 県 公 安 委 員 会

規 則 第 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 二 条 第 一 項 第 二 号 中 「 及 び 」 の 下 に 「 情 報 通 信 技 術 利 用 条 例 第 二 条 第 一 号 に 規 定 す る 」 を 加 え 、 同 項 第 三 号 を 次

の よ う に 改 め る 。

　 三 　 電 子 署 名 　 次 に 掲 げ る も の を い う 。

　 　 イ 　 電 子 署 名 及 び 認 証 業 務 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 二 年 法 律 第 百 二 号 ） 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 電 子 署 名

　 　 ロ 　 政 府 認 証 基 盤 （ 行 政 機 関 の 長 そ の 他 の 国 家 公 務 員 の 職 を 証 明 す る こ と そ の 他 政 府 が 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用

し て 手 続 を 行 い 、 又 は 行 わ せ る た め に 運 営 す る も の を い う 。 ） の 官 職 証 明 書 に 基 づ く 電 子 署 名

　 　 ハ 　 地 方 公 共 団 体 組 織 認 証 基 盤 （ 行 政 機 関 の 長 そ の 他 の 地 方 公 務 員 の 職 を 証 明 す る こ と そ の 他 地 方 公 共 団 体 が 電

子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 手 続 を 行 い 、 又 は 行 わ せ る た め に 運 営 す る も の を い う 。 ） の 職 責 証 明 書 に 基 づ く 電

子 署 名

　 第 二 条 第 一 項 第 四 号 中 「 公 安 委 員 会 等 」 を 「 行 政 機 関 等 （ 情 報 通 信 技 術 を 活 用 し た 行 政 の 推 進 等 に 関 す る 法 律 （ 平

成 十 四 年 法 律 第 百 五 十 一 号 。 以 下 「 情 報 通 信 技 術 活 用 法 」 と い う 。 ） 第 三 条 第 二 号 に 規 定 す る 行 政 機 関 等 を い う 。 ） 」

に 改 め 、 同 項 第 五 号 中 「 情 報 通 信 技 術 を 活 用 し た 行 政 の 推 進 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 四 年 法 律 第 百 五 十 一 号 。 以 下

「 情 報 通 信 技 術 活 用 法 」 と い う 。 ） 」 を 「 情 報 通 信 技 術 活 用 法 」 に 改 め る 。

　 第 四 条 第 二 項 中 「 を 行 っ た 者 を 確 認 す る た め に 必 要 な 事 項 を 証 す る 電 子 証 明 書 」 を 「 に 係 る 電 子 証 明 書 で あ っ て 次

の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る も の 」 に 改 め 、 同 項 に 次 の 各 号 を 加 え る 。

　 一 　 商 業 登 記 法 （ 昭 和 三 十 八 年 法 律 第 百 二 十 五 号 ） 第 十 二 条 の 二 第 一 項 及 び 第 三 項 （ こ れ ら の 規 定 を 他 の 法 令 の 規

定 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に 基 づ き 登 記 官 が 作 成 し た 電 子 証 明 書

　 二 　 電 子 署 名 及 び 認 証 業 務 に 関 す る 法 律 第 四 条 第 一 項 の 認 定 を 受 け た 者 が 発 行 し た 電 子 証 明 書

　 三 　 電 子 署 名 等 に 係 る 地 方 公 共 団 体 情 報 シ ス テ ム 機 構 の 認 証 業 務 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 四 年 法 律 第 百 五 十 三 号 ） 第

三 条 第 一 項 に 規 定 す る 署 名 用 電 子 証 明 書

　 第 四 条 第 五 項 中 「 の 規 定 に よ り 申 請 等 が 行 わ れ た 」 を 「 及 び 第 三 項 の 規 定 に よ り 公 安 委 員 会 等 が 指 定 す る 電 子 計 算

機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル に 記 録 さ れ た 」 に 改 め る 。

目　　　　　　　　　　　次
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石川県公安委員会告示第142号
　情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行うことができる手続等（令和３年石川県公安委員会告示第32

　 第 六 条 第 一 項 及 び 第 二 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 　 公 安 委 員 会 等 は 、 情 報 通 信 技 術 活 用 法 第 七 条 第 一 項 又 は 情 報 通 信 技 術 利 用 条 例 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 、 電 子

情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 処 分 通 知 等 を 行 う と き は 、 公 安 委 員 会 等 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 と 処 分 通 知 等 を 受 け る 者

の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 （ 公 安 委 員 会 等 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 と 電 気 通 信 回 線 を 通 じ て 接 続 で き 、 正 常 に 通 信 で

き る 機 能 を 備 え た も の に 限 る 。 ） を 電 気 通 信 回 線 で 接 続 し た 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 に よ り 、 処 分 通 知 等

を 行 わ な け れ ば な ら な い 。

２ 　 前 項 の 規 定 に よ り 処 分 通 知 等 を 行 う 場 合 は 、 公 安 委 員 会 等 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル に 記 録

す る 事 項 に つ い て の 情 報 に 電 子 署 名 を 行 い 、 当 該 電 子 署 名 に 係 る 電 子 証 明 書 と 併 せ て こ れ を 送 信 し な け れ ば な ら な

い 。 た だ し 、 公 安 委 員 会 等 が 指 定 す る 方 法 に よ り 当 該 処 分 通 知 等 を 行 っ た 者 を 確 認 す る た め の 措 置 を 講 ず る 場 合

は 、 こ の 限 り で な い 。

　 第 六 条 第 三 項 中 「 情 報 通 信 技 術 活 用 法 第 七 条 第 一 項 又 は 情 報 通 信 技 術 利 用 条 例 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 、 電 子 情

報 処 理 組 織 を 使 用 し て 」 を 「 第 一 項 の 規 定 に よ り 」 に 改 め 、 同 条 第 四 項 中 「 前 項 」 を 「 第 一 項 」 に 改 め る 。

　 第 十 一 条 を 第 十 三 条 と す る 。

　 第 十 条 第 一 号 中 「 に よ る 」 を 「 に よ り 」 に 改 め 、 同 条 第 三 号 中 「 前 二 号 」 を 「 前 三 号 」 に 改 め 、 同 号 を 同 条 第 四 号

と し 、 同 条 第 二 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

　 三 　 申 請 等 に 係 る 書 面 等 又 は 電 磁 的 記 録 が 大 量 で あ る た め 、 第 四 条 第 一 項 又 は 第 三 項 の 規 定 に よ る 送 信 が 困 難 で あ

る 場 合

　 第 十 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

２ 　 前 項 の 場 合 に お い て 、 申 請 等 （ 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 に よ り 行 う こ と が 困 難 又 は 著 し く 不 適 当 と 認 め

ら れ る 部 分 に 限 る 。 ） は 、 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 申 請 等 （ 当 該 部 分 を 除 く 。 ） を 行 っ た 日 か ら 一 週 間 以 内 に し

な け れ ば な ら な い 。

　 第 十 条 を 第 十 一 条 と し 、 同 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 処 分 通 知 等 の う ち に 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 に よ り 行 う こ と が 困 難 又 は 著 し く 不 適 当 と 認 め ら れ る 部 分 が

あ る 場 合 ）

第 十 二 条 　 情 報 通 信 技 術 活 用 法 第 七 条 第 五 項 に 規 定 す る 処 分 通 知 等 の う ち に 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 に よ り

行 う こ と が 困 難 又 は 著 し く 不 適 当 と 認 め ら れ る 部 分 が あ る 場 合 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 と す る 。

　 一 　 処 分 通 知 等 を 受 け る 者 に つ い て 対 面 に よ り 本 人 確 認 を す る 必 要 が あ る と 公 安 委 員 会 等 が 認 め る 場 合

　 二 　 処 分 通 知 等 に 係 る 書 面 等 の う ち に そ の 原 本 を 交 付 す る 必 要 が あ る も の が あ る と 公 安 委 員 会 等 が 認 め る 場 合

　 第 九 条 第 一 項 中 「 限 る 。 」 の 下 に 「 次 項 に お い て 同 じ 。 」 を 加 え 、 同 条 第 二 項 中 「 第 九 条 第 三 項 並 び に 」 及 び 「 及 び

第 六 条 第 三 項 」 を 削 り 、 「 電 子 署 名 」 の 下 に 「 及 び 第 六 条 第 二 項 た だ し 書 に 規 定 す る 措 置 」 を 加 え 、 同 条 に 次 の 一 項

を 加 え る 。

３ 　 情 報 通 信 技 術 活 用 法 第 九 条 第 三 項 及 び 情 報 通 信 技 術 利 用 条 例 第 六 条 第 三 項 に 規 定 す る 氏 名 又 は 名 称 を 明 ら か に す

る 措 置 で あ っ て 規 則 で 定 め る も の は 、 電 子 署 名 と す る 。

　 第 九 条 を 第 十 条 と し 、 第 八 条 を 第 九 条 と し 、 第 七 条 を 第 八 条 と し 、 第 六 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 処 分 通 知 等 を 受 け る 旨 の 表 示 の 方 式 ）

第 七 条 　 情 報 通 信 技 術 活 用 法 第 七 条 第 一 項 た だ し 書 に 規 定 す る 方 式 は 、 次 の い ず れ か の 方 式 と す る 。

　 一 　 処 分 通 知 等 に 係 る 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 行 う 識 別 符 号 及 び 暗 証 符 号 の 入 力

　 二 　 公 安 委 員 会 等 が 指 定 す る 方 法 に よ り 行 う 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 に よ り 処 分 通 知 等 を 受 け る こ と を 希

望 す る 旨 の 届 出

　 　 　 附 　 則

（ 施 行 期 日 ）

１ 　 こ の 規 則 は 、 令 和 七 年 十 二 月 十 五 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ 　 改 正 後 の 第 十 一 条 第 二 項 の 規 定 は 、 こ の 規 則 の 施 行 の 日 以 後 に 改 正 後 の 第 二 条 第 一 項 第 五 号 に 規 定 す る 申 請 等 を

行 う 場 合 に つ い て 適 用 す る 。
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石川県公安委員会告示第142号
　情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行うことができる手続等（令和３年石川県公安委員会告示第32

　 第 六 条 第 一 項 及 び 第 二 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 　 公 安 委 員 会 等 は 、 情 報 通 信 技 術 活 用 法 第 七 条 第 一 項 又 は 情 報 通 信 技 術 利 用 条 例 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 、 電 子

情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 処 分 通 知 等 を 行 う と き は 、 公 安 委 員 会 等 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 と 処 分 通 知 等 を 受 け る 者

の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 （ 公 安 委 員 会 等 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 と 電 気 通 信 回 線 を 通 じ て 接 続 で き 、 正 常 に 通 信 で

き る 機 能 を 備 え た も の に 限 る 。 ） を 電 気 通 信 回 線 で 接 続 し た 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 に よ り 、 処 分 通 知 等

を 行 わ な け れ ば な ら な い 。

２ 　 前 項 の 規 定 に よ り 処 分 通 知 等 を 行 う 場 合 は 、 公 安 委 員 会 等 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル に 記 録

す る 事 項 に つ い て の 情 報 に 電 子 署 名 を 行 い 、 当 該 電 子 署 名 に 係 る 電 子 証 明 書 と 併 せ て こ れ を 送 信 し な け れ ば な ら な

い 。 た だ し 、 公 安 委 員 会 等 が 指 定 す る 方 法 に よ り 当 該 処 分 通 知 等 を 行 っ た 者 を 確 認 す る た め の 措 置 を 講 ず る 場 合

は 、 こ の 限 り で な い 。

　 第 六 条 第 三 項 中 「 情 報 通 信 技 術 活 用 法 第 七 条 第 一 項 又 は 情 報 通 信 技 術 利 用 条 例 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 、 電 子 情

報 処 理 組 織 を 使 用 し て 」 を 「 第 一 項 の 規 定 に よ り 」 に 改 め 、 同 条 第 四 項 中 「 前 項 」 を 「 第 一 項 」 に 改 め る 。

　 第 十 一 条 を 第 十 三 条 と す る 。

　 第 十 条 第 一 号 中 「 に よ る 」 を 「 に よ り 」 に 改 め 、 同 条 第 三 号 中 「 前 二 号 」 を 「 前 三 号 」 に 改 め 、 同 号 を 同 条 第 四 号

と し 、 同 条 第 二 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

　 三 　 申 請 等 に 係 る 書 面 等 又 は 電 磁 的 記 録 が 大 量 で あ る た め 、 第 四 条 第 一 項 又 は 第 三 項 の 規 定 に よ る 送 信 が 困 難 で あ

る 場 合

　 第 十 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

２ 　 前 項 の 場 合 に お い て 、 申 請 等 （ 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 に よ り 行 う こ と が 困 難 又 は 著 し く 不 適 当 と 認 め

ら れ る 部 分 に 限 る 。 ） は 、 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 申 請 等 （ 当 該 部 分 を 除 く 。 ） を 行 っ た 日 か ら 一 週 間 以 内 に し

な け れ ば な ら な い 。

　 第 十 条 を 第 十 一 条 と し 、 同 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 処 分 通 知 等 の う ち に 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 に よ り 行 う こ と が 困 難 又 は 著 し く 不 適 当 と 認 め ら れ る 部 分 が

あ る 場 合 ）

第 十 二 条 　 情 報 通 信 技 術 活 用 法 第 七 条 第 五 項 に 規 定 す る 処 分 通 知 等 の う ち に 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 に よ り

行 う こ と が 困 難 又 は 著 し く 不 適 当 と 認 め ら れ る 部 分 が あ る 場 合 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 と す る 。

　 一 　 処 分 通 知 等 を 受 け る 者 に つ い て 対 面 に よ り 本 人 確 認 を す る 必 要 が あ る と 公 安 委 員 会 等 が 認 め る 場 合

　 二 　 処 分 通 知 等 に 係 る 書 面 等 の う ち に そ の 原 本 を 交 付 す る 必 要 が あ る も の が あ る と 公 安 委 員 会 等 が 認 め る 場 合

　 第 九 条 第 一 項 中 「 限 る 。 」 の 下 に 「 次 項 に お い て 同 じ 。 」 を 加 え 、 同 条 第 二 項 中 「 第 九 条 第 三 項 並 び に 」 及 び 「 及 び

第 六 条 第 三 項 」 を 削 り 、 「 電 子 署 名 」 の 下 に 「 及 び 第 六 条 第 二 項 た だ し 書 に 規 定 す る 措 置 」 を 加 え 、 同 条 に 次 の 一 項

を 加 え る 。

３ 　 情 報 通 信 技 術 活 用 法 第 九 条 第 三 項 及 び 情 報 通 信 技 術 利 用 条 例 第 六 条 第 三 項 に 規 定 す る 氏 名 又 は 名 称 を 明 ら か に す

る 措 置 で あ っ て 規 則 で 定 め る も の は 、 電 子 署 名 と す る 。

　 第 九 条 を 第 十 条 と し 、 第 八 条 を 第 九 条 と し 、 第 七 条 を 第 八 条 と し 、 第 六 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 処 分 通 知 等 を 受 け る 旨 の 表 示 の 方 式 ）

第 七 条 　 情 報 通 信 技 術 活 用 法 第 七 条 第 一 項 た だ し 書 に 規 定 す る 方 式 は 、 次 の い ず れ か の 方 式 と す る 。

　 一 　 処 分 通 知 等 に 係 る 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 行 う 識 別 符 号 及 び 暗 証 符 号 の 入 力

　 二 　 公 安 委 員 会 等 が 指 定 す る 方 法 に よ り 行 う 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 に よ り 処 分 通 知 等 を 受 け る こ と を 希

望 す る 旨 の 届 出

　 　 　 附 　 則

（ 施 行 期 日 ）

１ 　 こ の 規 則 は 、 令 和 七 年 十 二 月 十 五 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ 　 改 正 後 の 第 十 一 条 第 二 項 の 規 定 は 、 こ の 規 則 の 施 行 の 日 以 後 に 改 正 後 の 第 二 条 第 一 項 第 五 号 に 規 定 す る 申 請 等 を

行 う 場 合 に つ い て 適 用 す る 。
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号）の全部を改正し、令和７年12月15日から施行する。
　　令和７年11月28日
 石　川　県　公　安　委　員　会　
　石川県公安委員会等が所管する手続等における情報通信の技術の利用に関する規則（平成20年石川県公安委員会規
則第６号）第３条に規定する手続等は、全ての申請等及び処分通知等とする。

人　事　委　員　会
　

　 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 令 和 七 年 十 一 月 二 十 八 日

 石 　 川 　 県 　 人 　 事 　 委 　 員 　 会 　

石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 四 号

　 　 　 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 二 年 石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

　 別 記 第 一 号 様 式 中
「

申
告
の
有
無

変
更
月
日

源泉控
除対象
配偶者

扶
養
親
族

控
除
対
象

一
般
の

扶
養
親
族

特
　
　
定

有
・
無

有
　
・
　
無

有
・
無

有
・
無

従たる給与から控除する控除対
象配偶者と扶養親族との合計数

」
を

「

申
告
の
有
無

変
更
月
日

配
偶
者

対
　
　
象

源
泉
控
除

扶
養
親
族

控
除
対
象

一
般
の

扶
養
親
族

特
　
　
定

特
定
親
族

有
・
無

有
　
・
　
無

有
・
無

有
・
無

従たる給与から控除する控除対
象配偶者と扶養親族との合計数

」

に 、
「

配偶者（特別）控除額

扶養控除額、基礎控 
除額及び障害者等 
控除額の合計額

」
を

「

配偶者（特別）控除額

特定親族特別控除額

扶養控除額、基礎控 
除額及び障害者等 
控除額の合計額

」
に 改 め る 。

　 　 　 附 　 則

　 こ の 規 則 は 、 令 和 七 年 十 二 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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